
長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則  

 

平 成 １ ９ 年 ２ 月  ２ 日  規 則 第 ３ 号  

 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ ９ 日  規 則 第 ４ 号  

  最 終 改 正  令 和  ５ 年 ３ 月 ２ ３ 日  規 則 第 ４ 号  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 情 報 公 開 条

例 （ 平 成 １ ９ 年 広 域 連 合 条 例 第 ４ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ）

の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 情 報 公 開 請 求 書 ）  

第 ２ 条  条 例 第 ６ 条 第 １ 項 第 ３ 号 の 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る 事 項

は 、 求 め る 公 開 の 実 施 の 方 法 と す る 。  

２  条 例 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 書 面 は 、 情 報 公 開 請 求 書 （ 様 式

第 １ 号 ） と す る 。  

 （ 公 開 決 定 通 知 書 等 ）  

第 ３ 条  条 例 第 １ １ 条 第 １ 項 の 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る 事 項 は 、

次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

 ⑴  公 開 の 日 時 及 び 場 所  

 ⑵  公 開 の 実 施 の 方 法  

 ⑶  行 政 文 書 の 一 部 を 公 開 す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 行 政 文 書

の 公 開 し な い 部 分 の 概 要  

２  条 例 第 １ １ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規 定 す る 書 面 は 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 通 知 書 と す る 。  

 ⑴  条 例 第 １ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 行 政 文 書 の 全 部 を 公 開 す



る 旨 の 決 定 を し た と き  公 開 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

 ⑵  条 例 第 １ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 行 政 文 書 の 一 部 を 公 開 す

る 旨 の 決 定 を し た と き  部 分 公 開 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

 ⑶  条 例 第 １ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 行 政 文 書 の 全 部 を 公 開 し

な い 旨 の 決 定 を し た と き  非 公 開 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ）

又 は 公 開 請 求 拒 否 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ５ 号 ）  

 （ 公 開 決 定 等 期 間 延 長 通 知 書 ）  

第 ４ 条  条 例 第 １ ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 書 面 は 、 公 開 決 定 等 期 間

延 長 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） と す る 。  

 （ 公 開 決 定 等 期 間 特 例 延 長 通 知 書 ）  

第 ５ 条  条 例 第 １ ３ 条 に 規 定 す る 書 面 は 、 公 開 決 定 等 期 間 特 例 延

長 通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） と す る 。  

 （ 第 三 者 保 護 の 手 続 ）  

第 ６ 条  条 例 第 １ ４ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め

る 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。  

 ⑴  公 開 請 求 の あ っ た 年 月 日  

 ⑵  公 開 請 求 に 係 る 行 政 文 書 に 記 録 さ れ て い る 当 該 第 三 者 に 関

す る 情 報 の 内 容  

 ⑶  意 見 書 を 提 出 す る 場 合 の 提 出 期 限 及 び 提 出 先  

２  条 例 第 １ ４ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 意 見 照

会 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

３  条 例 第 １ ４ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 書 面 は 、 公 開 決 定 に 係 る 通 知

書 （ 様 式 第 ９ 号 ） と す る 。  

 （ 電 磁 的 記 録 の 公 開 方 法 ）  

第 ７ 条  条 例 第 １ ５ 条 の 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る 方 法 は 、 次 の 各



号 に 掲 げ る 電 磁 的 記 録 の 種 類 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 方 法

（ プ ロ グ ラ ム （ 電 子 計 算 機 に 対 す る 指 令 で あ っ て 、 一 の 結 果 を

得 る こ と が で き る よ う に 組 み 合 わ さ れ た も の を い う 。 以 下 同

じ 。 ） を 用 い て 行 う 必 要 が あ る も の に あ っ て は 、 実 施 機 関 が 保

有 す る プ ロ グ ラ ム に よ り 行 う こ と が で き る も の に 限 る 。 ） と す

る 。  

 ⑴  音 声 又 は 映 像 が 記 録 さ れ た 電 磁 的 記 録  当 該 電 磁 的 記 録 を

専 用 機 器 に よ り 再 生 し た も の を 視 聴 又 は 複 写 し た も の の 交 付  

 ⑵  前 号 に 規 定 す る 電 磁 的 記 録 以 外 の 電 磁 的 記 録  当 該 電 磁 的

記 録 を 用 紙 に 出 力 し た も の の 閲 覧 又 は 交 付  

２  前 項 第 ２ 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 電 磁 的 記 録 を 専 用 機 器

に よ り 再 生 し た も の の 閲 覧 又 は 複 写 し た も の の 交 付 の 方 法 （ プ

ロ グ ラ ム を 用 い て 行 う 必 要 が あ る も の に あ っ て は 、 実 施 機 関 が

保 有 す る プ ロ グ ラ ム に よ り 行 う こ と が で き る も の に 限 る 。 ） に

よ り 開 示 す る こ と が 容 易 で あ る と き は 、 当 該 方 法 と す る こ と が

で き る 。  

３  前 ２ 項 に 定 め る 方 法 に よ る 電 磁 的 記 録 の 開 示 に あ っ て は 、 実

施 機 関 は 、 当 該 電 磁 的 記 録 の 保 存 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る

と 認 め る と き そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 当 該 電 磁 的 記 録

を 複 写 し た も の 又 は 用 紙 に 出 力 し た も の の 写 し に よ り 、 こ れ を

行 う こ と が で き る 。  

 （ 写 し の 交 付 に 要 す る 費 用 ）  

第 ８ 条  条 例 第 １ ７ 条 の 広 域 連 合 長 が 定 め る 費 用 及 び そ の 額 は 、

別 表 の と お り と す る 。  

２  前 項 の 費 用 は 、 行 政 文 書 の 写 し の 交 付 の 際 に 納 入 し な け れ ば



な ら な い 。 た だ し 、 広 域 連 合 長 が や む を 得 な い 理 由 が あ る と 認

め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ 諮 問 を し た 旨 の 通 知 ）  

第 ９ 条  条 例 第 １ ９ 条 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 審 査 会 諮 問 通 知 書

（ 様 式 第 １ ０ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

 （ 運 用 状 況 の 公 表 ）  

第 １ ０ 条  条 例 第 ２ ３ 条 の 規 定 に よ る 運 用 状 況 の 公 表 は 、 次 に 掲

げ る 事 項 に つ い て 、 前 年 度 の 運 用 状 況 を 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療

広 域 連 合 の ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

 ⑴  公 開 請 求 の 件 数 及 び 処 理 状 況  

 ⑵  審 査 請 求 の 件 数 及 び 処 理 状 況  

 （ 補 則 ）  

第 １ １ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 広 域 連

合 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ ９ 日 規 則 第 ４ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ５ 年 ３ 月 ２ ３ 日 規 則 第 ４ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


